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鹿島市水道事業では、水道料金改定（案）について、市民の皆様からの意見を 

募集します。 

 

【募集期間】     

令和 5年 11月 1日（水）～令和 5年 11月 30日（木） 

【資料の閲覧方法】  

市のホームページからダウンロード、または鹿島市水道課で閲覧 

【意見の提出】  

任意の様式に住所・氏名・電話番号を記載して水道課へ提出 

もしくは、応募フォームから提出 

※匿名での提出は受付できません 

【問合せ先】水道課 ☎０９５４－６２－３７１８ 

 

１ 料金改定の背景 

 水道事業は原則として水道料金によって賄われています。この制度を「独立採算制」といい

ます。水道料金は平成 12年に料金改定を実施し、20年以上現行の料金体系を維持してきま

した。 

（１）料金収入の減少 

 人口減少や節水機器の普及などにより使用水量は年々減少しています。今後も使用水量の減少

に伴い、料金収入の減少が見込まれます。 

 

 

 

 

 

（２）管路更新費用の増加 

今後、高度成長期に布設した管路の老朽化が令和 10 年度より急増し始めます。老朽管路を集

中して更新するには多額の費用がかかり、水道経営を急激に悪化させます。そのため、集中する 

更新時期を前倒しすることや延長することによって平準化を図ります。 

 

（３）水道事業の収支見込 

現在の料金体系のままで老朽管路の更新を行うと、令和 9年度に支出が収入を上回り、利益が

マイナス（赤字）となる見込みです。 

水道事業の利益は、借金（管路更新等に必要な借入金）の返済や将来の管路更新等のための積

立金に使われます。赤字が続くと、管路等の更新が進まず、大規模な漏水事故や断水につながる

恐れがあります。 

２ 料金改定の内容 

 料金収入が減少する中、増加する更新費用を確保するためには、水道料金の見直しが必要と判

断し、水道事業審議会において「料金改定」についてご審議いただいた結果、 

料金改定率は１５％引き上げる との結論を得ました。 

 鹿島市水道事業としては、水道事業審議会での結論を受けて、現行の水道料金から一律１５％

引き上げる料金改定を議会に諮る予定です。 

今後必要となる財源を確保し、将来世代に負担を先送りしないためにもご理解のほどよろしく

お願いいたします。         

また、「安全で美味しい水をいつまでも」を基本理念として、美味しい水道水を供給できるよ

うに企業経営の健全化に努め、災害に強い水道施設の構築に向け計画的な整備・更新を進めてい

きます。                 （裏面へ） 
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３ 料金改定（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 現行と改定（案）の水道料金比較表 

（2ヶ月あたり、税込） 


